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傭 月,肋クP/PP♭♂″ ■ ril l月 の税務と労務
θ冒 ,文化の冒
?θ冒・勤労感謝の冒

税/10月分源泉所得税の納付
11月 12日

税/所得税予定納税額の減額申
言青           11月 15日

税/所得税予定納税額第2期分
の納付 11月 30日

国 税/9月 決算法人の確定申告
(法人税・消費税等)11月 30日

国 税/12月 、3月 、6月 決算法人の
消費税等の中間申告

(年3回の場合)11月 30日

国 税/3月決算法人の中間申告
11月 30日

国 税/個人事業者の消費税等の中間
申告(年3回の場合)11月 30日

地方税/個人事業税第2期分の納付
都道府県の条例で定める日

労 務/労働保険料第3期分の納付
11月 30日

(労働保険事務組合委託の

場合12月 14日まで)
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|        ※税を考丞登週FFH3 1 1月 11日～11月 J7日        |

税金の時効
年金の時効が話題になりましたが、税金にも時効があり、国に対

する還付金等の請求権は、請求することができる日から5年間行使し

ないと時効により消滅します。逆に、国側も法定納期限から5年間行

使しないと国税の徴収権は消滅します。ただし、更正・決定や督促

等をした場合には、徴収権の時効が中断されます。

ワンポイント

書画骨董は

償却資産かどうか ?

当社         法人です

が、客          o～ 30万

円程度         置物を晴

入 しています。これらは書画骨董そのもので

すから、減価償却の対象とはならないものと

思い込んでおりましたが、同業者の話では必

ずしもそうではないということでした。具体

的にはどういうことなのでしょうか ?

固定資産のうち、時の経過ととも

に価値が減少し事業の用に供されて

いるもので棚卸資産、有価証券及ぴ

繰延資産以外の資産を減価償却資産としてぃ

ます。

具体的には、建物及び建物付属設備、構築

物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び

運搬具、工具、器具及び備品、無形固定資産、

生物が挙げられます。

固定資産の中でも、土地等、電話加入権は

減価償却資産に含まれません。

本題ですが、時の経過により価値の減少 し

ない書画骨董は、減価償却資産に該当 しない

こととされています。古美術品、古文書など

代替性のない希少価値が認められるものが該

当します。つまり、単に古いというだけでは、

時の経過により価値の減少しない書画骨童に

は該当しないわけです。

また、美術品に関し、美術関係の年鑑等に

登録されている作者の制作に係る書画へ彫刻、

工芸品等は減価償却資産に該当 しないものと

されています。

逆に書画骨童といっても、複製のようなも

ので、単に装飾目的にのみ使用されるものは、

時の経過により価値が減少すると考えられる

ので、減価償却資産に該当します。

ただし、書画骨董に該当するかどうか明ら

かでない美術品等については、その取得価額

が一点20万円 (絵画にあっては、号あたり2

万円)未満であれば減価償却資産として取り
扱われます。

□函胤肇絲軸幹雄脚判を返還した場合の

田回　保蜘翔離救膀』耐碑諄鞘帷　蛍百　礎捧蝶っ所解義鞠［埒弾陶錐

特
例
の
適
用
を
受
け
て
確
定
申
告
し
て
　

ま
れ
て
い
た
取
り
消
す
こ
と
の
で
き
る

行
為
が
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て

い
ま
す
。

先
日
、
社
会
保
険
監
査
で
昨
年
の
社
　
生
じ
た
損
失
の
金
額
は
、
そ
の
損
失
の

会
保
険
診
療
報
酬
が
過
大
で
あ
る
と
さ
　
生
じ
た
日
の
属
す
る
年
分
の
事
業
所
得

れ
、
昨
日
、
そ
の
過
大
請
求
分
を
返
還

　

の
金
額
の
計
算
上
、
必
要
経
費
に
算
入

レ
た
が

つ
て
、
ご
質
問
の
返

し
ま
し
た
。
こ
の
返
還
し
た
報
酬
は
、
　

し
ま
す
。
‐

ど
の
よ
う
に
取
扱
わ
れ
ま
す
か
？
　
　
　
】返
し
た
報
酬
の
額
は
本
年
分
の
必
要
経

費
に
算
入
し
ま
す
。

離婚後、養育費を
送金している子の扶養控除

区王]引警景ち言皇繁雨鷲fま し言伊軍岳
養育費は私が負担することとなっており、毎

月送金 しています。この場合、子を私の扶養

控除の対象としてよろしいでしょうか ?

扶養親族は、納税者と「生計を一
にする」ことが条件とされています

が、「生計を―にする」とは、必ずしも同居

していることのみをいうのではなく、子との

関係では、常に生活費、学資金、療養費等の

送金が行われていれば、その子は生計を―に

する親族と扱われます。

したがって、あなたが離婚 した妻のもとで

生活する子の養育費の大部分を送金してぃる

のであれば、その子は生計を―にしていると

認められ、扶養控除の対象とすることができ

ます。ただし、その子は、あなたか離婚 した

妻等のいずれか一方でしか扶養控除の対象と

することはできません。
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(2)

〃夫
婦
と
税
〃
に
関
し
て
は
、
昔
か

ら
パ
ー
ト
問
題
や
相
続

・
贈
与
な
ど
関

心
の
高

い
と
こ
ろ
な
の
で
、
改
め
て
こ

こ
で
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
し
て
み
ま
す
。

命
〉
パ
ー
ト
収
入
が
あ
る
場
合

ω
　
パ
ー
ト
収
入
と
所
得
税

パ
ー
ト
収
入
は
、
通
常
、
給
与
所

得
と
さ
れ
、
課
税
さ
れ
る
所
得
は
、

パ
ー
ト
の
年
収
か
ら
給
与
所
得
控
除

額
穴
最
低
六
五
万
円
）
と
基
礎
控
除

（三
人
万
円
）
な
ど
を
差
し
引
い
た
残

額
と
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
、　
一
〇
三

舗
誤
一聯
弊
平

配
偶
者
に
パ
ー
ト
収
入
が
あ
る
場

△
ロ

除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

側
　
控
除
を
受
け
る
た
め
の
要
件

①
　
夫
婦

の
婚
姻
期
間
が
二
〇
年
以

上
あ
る
こ
と

②
　
贈
与
財
産
が
国
内
に
あ
る
居
住

用
の
土
地
や
家
屋
で
あ
る
こ
と

③
　
贈
与
を
受
け
た
年

の
翌
年
三
月

十
五
日
ま
で
に
贈
与
を
受
け
た
土

地
や
家
屋
に
実
際
に
居
住
し
、
そ

の
後
も
引
き
続

い
て
居
住
す
る
見

込
み
で
あ
る
こ
と

倒
　
控
除
を
受
け
る
た
め
の
手
続

贈
与
税

の
申
告
書
に
配
偶
者
控
除

の
適
用
を
受
け
る
旨
を
記
載
し
、
次

の
書
類
を
添
付
し
て
提
出
し
ま
す
。

①
　
受
贈
者
の
戸
籍
謄
本
又
は
抄
本

②
　
受
贈
者
の
戸
籍
の
附
票
の
写
し

③
　
居
住
用
不
動
産

の
登
記
事
項
証

明
書

④
　
受
贈
者
の
住
民
票
の
写
し

仇
〉
配
偶
者
か
ら
の
相
続
と
税
額
軽
減

側
　
概
要
亡
く
な

っ
た
人
の
配
偶
者
が
相
続

や
遺
贈
に
よ
り
実
際
に
取
得
し
た
正

味
の
遺
産
額
が
、
次
の
金
額
の
い
ず

れ
か
多

い
金
額
ま
で
で
あ
れ
ば
、
配

夫
婦
の

一
方

（
Ａ
）
が
正
社
員
で
、

も
う

一
方

（
Ｂ
）
が
パ
ー
ト
で
働

い

て
い
る
場
合
、
夫
婦
が
生
計
を

一
に

し
て
い
る
な
ど
の
要
件
に
当
て
は
ま

れ
ば
、
Ａ
は
Ｂ
の
収
入
に
応
じ
て
配

偶
者
控
除
又
は
配
偶
者
特
別
控
除
の

ど
ち
ら
か
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す

（図
表
参
照
）
。

な
お
、
配
偶
者
特
別
控
除
は
、
Ａ

の
合
計
所
得
が

一
千
万
円
を
超
え
る

年
は
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

側
　
住
民
税
の
取
扱
い

住

民
税

に

つ
い
て
は
、
住

民
税

（所
得
訓
）
の
．非
課
税
限
度
額
が
三
五

万
円
と
所
得
祐
の
基
礎
４
除
よ
り
三

万
円
低

い
の
で
、
パ
ー
ト
収
入
が

一

〇
〇
万
円
以
下
で
す
と
所
得
割
は
か

か
り
ま
せ
ん
。

側
　
社
会
保
険
の
取
扱
い

夫
婦

の

一
方
が
会
社
員

の
場
合
、

配
偶
者
の
パ
ー
ト
収
入
が

一
三
〇
万

円
以
上
に
な
る
と
、
被
扶
養
者
で
は

な
く
な
る
た
め
、
パ
ー
ト
者
自
身
が

社
会
保
険
に
加
入
し
て
保
険
料
を
支

払
う
義
務
が
発
生
し
て
き
ま
す
。

ａ
▼
内
職
に
よ
る
収
入
が
あ
る
場
合

い
　
内
職
収
入
と
所
得
税

内
職
な
ど
の
収
入
は
、
収
入
か
ら

必
要
経
費
を
差
し
引

い
た
残
り
が
事

業
所
得
又
は
雑
所
得
と
な
り
ま
す
。

例
　
税
務
上
の
取
扱
い

次
の
①
、
②

の
い
ず
れ
に
も
該
当

す
る
者
に
つ
い
て
は
、
パ
ー
ト
収
入

と
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
る
た
め
、
必
要

経
費
が
六
五
万
円
に
満
た
な

い
場
合

は
、
六
五
万
円

（収
入
金
額
が
限
度
）

を
必
要
経
費
と
し
て
差
し
引
く
こ
と

が
で
き
ま
す
。

①
　
家
内
労
働
者
、
外
交
員
、
集
金

人
、
電
力
量
計

の
検
針
人
ま
た
は

特
定

の
者
に
姑
し
て
継
続
し
て
労

務
の
提
供
を
す
る
者

②
　
事
業
所
得
及
び
雑
所
得

の
必
要

経
費
と
給
与
所
得
の
収
入
金
額
の

合
計
が
六
五
万
円
に
満
た
な
い
者

し
た
が

っ
て
、
内
職
に
よ
る
年
収

が

一
〇
三
万
円
以
下
で
ほ
か
に
所
得

が
な

い
場
合
は
、
所
得
税
は
か
か
り

ま
せ
ん
。
な
お
、
配
偶
者
控
除
や
配

偶
者
特
別
控
除
の
適
用
に
つ
い
て
も
、

パ
ー
ト
収
入
と
同
じ
取
扱

い
に
な
り

ま
す
⑤

ｎ
▼
配
偶
者

へ
の
贈
与
と
配
偶
者
控
除

側
　
概
要
夫
婦
間
で
居
住
用
不
動
産
又
は
居

住
用
不
動
産
の
購
入
資
金
の
贈
与
が

あ

っ
た
時
に
は
、
贈
与
税
の
申
告
を

す
れ
ば
、
基
礎
控
除

一
一
〇
万
円
の

ほ
か
に
最
高
二
千
万
円
の
配
偶
者
控

■ 配偶者控除と配偶者特別控除の関係

配偶者控除

刺
　
　
　
　
控
除
額

偶
者
に
相
続
税
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

①

　
一
億
六
千
万
円

②
　
正
味
の
遺
産
額
に
配
偶
者
の
法

定
相
続
分

（子
供
が
い
る
場
合
は

三
分
の

一
）
を
掛
け
た
金
額

＊
　
こ
の
制
度
は
、
財
産

の
維
持

形
成
に
対
す
る
配
偶
者

の
内
助

の
功
や
今
後

の
生
活

の
保
障
な

ど
を
考
慮
し
た
も
の
で
す
。

側
　
控
除
を
受
け
る
た
め
の
手
続

相
続
税
の
申
告
書
に
税
額
軽
減

（配

偶
者
控
除
）
の
適
用
を
受
け
る
旨
を
記

載
し
、
次
の
書
類
を
添
付
し
て
提
出
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

①
　
一戸
籍
謄
本

②
　
立退
産
分
割
協
議
書

の
写
し
又
は

遺
言
書
の
写
し

⑤
・　
相
続
人
全
員

の
印

鑑
証
明
書

（遺
産
分
割
協
議
書
に
押
印
し
た
も

の
）

パート1又入
141万円
(万円)

Bのパート‖又入が103万円以下→ 配偶者控除38万円
Bのパート収入が103万円超～141万円未満→ 配偶者特別控除 (最高38万円)

103万 円以下 38万円

103万 円超  105万円未満 38万 円

105万 円以上 110万 円未満 36万円

110万 円以上 115万 円未満 31万円

115万 円以上 120万円未満 26万 円

120万 円以上 125万 円未満 21万 円

125万円以上 130万 円未満 16万円

130万円以上 3ヽ5万 円未満 11万 円

135万円以上 耳40万 円未満 6万円

140万円以上 141万 円未満 3万円

141万円以上

11月 号 ―-23--11月 号


